
《スペースプラン》

《 ブースプラン 》

2025年4⽉展 4⽉9⽇（⽔）〜11⽇（⾦） 会場 ヒカリエホール
主催: 繊研新聞社│CREDITS株式会社

問い合わせ先

⼀次締切 2025年1⽉31⽇(⾦) 最終締切

CREDITS株式会社 (PLUG IN│Editorial事務局)

〒151-0051
東京都渋⾕区千駄ヶ⾕35110 PPH406
Mail:  plugin-ex@credits.co.jp
TEL:  070-6481-9272①出展申込書

②出展ブランド資料＊商品写真、ブランドコンセプト、価格がわかるもの

当社は募集要項および出展規約を遵守することを承諾して下記の通り出展を申し込みます。

出
展
申
込
者
情
報

会社名
(屋号)

TEL
もしくは
携帯

所在地
〒

担当者

E-mail
※事務局より出展に関するご連絡はすべてメールでお送りしますので、必ずご確認いただけるアドレスをご記⼊ください。

ふりがな

出展プラン 単価（税抜）

4.5㎡ （W2500×D1800）

単価（ 税込） ⼩計

￥253,000 ＝￥

◆申込プラン[ご希望のプランに✔を⼊れてください]

◆案内状希望枚数 ※来場促進にご活⽤いただける招待状はがきを希望数無料にてお送りします。（上限は200枚） 希望数 [ ]枚

[個⼈情報のお取り扱いについて]
繊研新聞社、CREDITS株式会社では、個⼈情報の保護に努めております。詳細は繊研新聞社、CREDITS株式会社のホームページをご覧ください。今回、ご記⼊いただきました情報は、今後の各種案内のために利⽤させていただきます。個⼈情報は配
送の依頼等で機密保持契約を預託することがありますのであらかじめご承知おきください。

通信欄/問合せ欄

提出物

中⼩機構割 合計⾦額から22,000円をお値引きします。

2025年2⽉21⽇(⾦)

WEB
もしくは

Instagram

￥278,300

単価（ 税込）

合計（税込）

（¥ ）

2024.12  

出展申込書
事務局
記⼊欄

受付⽇ 申込受付番号

＊希望数をご記⼊ください

×（ ）⼩間

＝￥￥135,0002.25㎡ （W1500×D1500） ￥148,500
＊希望数をご記⼊ください
＊最⼤2⼩間まで
×（ ）⼩間

＊1社につき最⼤2⼩間まで申込みが可能です。それ以上の展⽰
⾯積を希望する場合はブースプランをお申し込みください。
＊壁⾯の設置はできません
＊隣り合う出展者に配慮したレイアウトをお願いします

《付帯》
＊壁⾯ ＊社名板 ＊照明

《付帯》
＊社名板

《アクセサリー・ジュエリー・コスメ限定什器付帯プラン》

＝￥￥143,0002.25㎡ （W1500×D1500） ￥157,300 × 1 ⼩間
＊募集数20⼩間
＊アクセサリー・ジュエリー・コスメの出展者はブースプラン、スペースプ
ランを申し込むこともできます
＊壁⾯の設置はできません

《付帯》
＊社名板
＊展⽰什器

メール添付で右のアドレスまでお送りください



1.出展申し込みと契約の成⽴
出展希望者は、申込書に記載されている申し

込み⽅法に従って必要書類を共催の主催者であ
るCREDITS株式会社あてに送付してください。
主催者はこれを審査の上、合格と判断した出展
者に「出展確定通知」と「請求書」を発⾏いた
します。出展者と主催者との出展契約は、この
「出展確定通知」を発送した時点をもって成⽴
するものとします。
なお、申し込み⼩間数は、１⼩間単位とします。

2.出展料の⽀払い
出展者は「請求書」に記載の指定⽇までに、

出展料の⽀払いを完了するものとします。指定
された期⽇までに出展料の⼊⾦が確認されない
場合は、出展契約を取り消すことがあります。
国や地⽅⾃治体などの助成⾦を活⽤して出展

する場合、助成⾦の交付が展⽰会開催後であっ
ても、出展料は全額を開催前に⽀払うものとし
ます。

3.出展の変更・取り消し
出展の取り消しまたは出展申し込みに際して

申し込んだ展⽰スペース（以下、「⼩間」とい
います）の変更については、すべて⽂書にその
理由を明記し、主催者に提出してください。出
展確定後の取り消し・変更については、書⾯の
主催者への到達⽇が、以下の期間に当たる場合、
取り消し料を申し受けます。
（ア）出展確定から展⽰会初⽇の30⽇前まで：
出展料の50%
（イ）展⽰会初⽇からその29⽇前まで：出展料
の100%

4.⼩間の転貸などの禁⽌
出展者は、契約した⼩間を転貸、売買、交換

あるいは譲渡することはできないものとします。

5.⼩間位置の決定
⼩間の位置は主催者が決定します。⼀度決定

した⼩間位置に対する異議申し⽴てはできませ
ん。⼩間割り発表後も主催者が必要と判断した
場合、⼩間割りを変更することがあります。な
お、⼩間位置を不服として出展の取り⽌めを申
し出た場合も、書⾯による通常の⼿続きを必要
とし、規定の取り消し料を申し受けます。また、
その際出展者は⼩間位置の変更に対する損害賠
償の請求はできません。

6.⼩間の使⽤⽅法
（1）宣伝・営業活動はすべて⼩間の中で⾏わ
れるものとします。⼩間以外のスペースを使⽤
しての宣伝活動はできません。
（2）主催者は、その⾳・操作⽅法・材料また
はその他の理由から問題があると思われる展⽰
物を制限し、展⽰会の⽬的に適合しない展⽰物
を禁⽌または撤去する権限を有するものとしま
す。
（3）出展者は（2）の制限または撤去を⾏った
ことによる費⽤を負担するものとします。また、
その際これらの変更・制限によって⽣ずるすべ
ての損失・損害に関し主催者に対して損害賠償
を請求することはできません。
（4）他社ブースの写真・VTR撮影は禁⽌しま
す。但し許可を得た場合はこの限りではありま
せん。
（5）⼩間内の展⽰に関しては消防法令を遵守
して頂くものとします。

7.出展品⽬・条件
（1）出展品は開催趣旨・⽬的に合った品⽬に
限定されるものとします。また、出展品⽬で
あっても、主催者が不合格と判断した場合は出
展できません。
（2）国内出展者の出展品は⾃社オリジナルブ
ランドまたはライセンス・輸⼊などの契約ブラ
ンドとします。なお、並⾏輸⼊品は出展できま
せん。また、海外出展者の出展品は⾃社のオリ
ジナルブランドとします。

（3）主催者は、前各項の規定に違反する出展
がなされていると認めた場合には、当該出展品
の撤去をもとめることができます。なお、出展
者が主催者の指⽰に応じない場合は、出展契約
を解除することがあります。

8.保証条項
出展者は主催者に対し、PLUG IN│Editorial

の出展品またはこれに関連する出展品について
の印刷物その他の媒体が、第三者の商標権、意
匠権、特許権、実⽤新案権その他の知的財産権
を侵害するものでないことを保証するものとし
ます。

9.出展者の義務
出展者は主催者に対し、⾃⼰のPLUG 

IN│Editorialの出展に関係する⾏為が、第三者
の商標権、意匠権、特許権、実⽤新案権その他
の知的財産権を侵害しているとの主張があった
場合、すみやかにその責任において第三者との
紛議を解決し、PLUG IN│Editorialの正常かつ
円滑な進⾏を妨げない義務を負うものとします。

10.出展物の管理と免責
主催者は、出展物の管理・保全について注意

を払いますが、出展物の管理責任は出展者にあ
るものとし、あらゆる原因から⽣ずる損失また
は損害について主催者はその責任を負わないも
のとします。夜間は無⼈となりますので、貴重
品は各⾃で管理して下さい。

11.出展物の設置および撤去
（1）出展物等の会場への搬⼊と設置は、「出
展マニュアル」により通知される時間内に⾏わ
れるものとします。
⼩間内の出展物設置は、開会の当⽇定められた
時間までに完了して下さい。出展者が開会の当
⽇定められた時間までに⾃社の⼩間を占有しな
ければ、主催者は契約が解除されたものとみな
し、当該場所を主催者が適切と考える⽅法で使
⽤できる権利を有します。その際、主催者は、
出展料の返⾦はいたしません。
（2）会期中の出展物の搬⼊、移動、搬出の際
は、出展者は、必ず主催者の承認を得た後にそ
の作業を⾏うこととします。搬⼊、搬出の際に
路上駐⾞をして発⽣した事故は主催者は責任を
負いません。
（3）⼩間内の出展物および装飾物等は、会期
最終⽇の定められた時間までに撤去して下さい。
その時までに撤去されないものは出展者が所有
権を放棄したものとみなし、主催者が撤去しま
す。撤去費⽤は出展者の負担とします。

12.契約の解除
（1）主催者は出展確定通知を発⾏した後でも
出展者に次の各号のいずれかにあたる⾏為があ
る場合には出展契約を解除することがあります。
1.指定された期⽇までに出展料の⽀払いがなさ
れない場合。
2.規約4項ないし6項の⼩間の使⽤⽅法等に関す
る規定に違反し、かつ、その是正についての主
催者の指⽰に従わない場合。
3.規約7項（出展品⽬・条件）に違反する⾏為
がある場合。
4.出展者の出展品が規約8項の保証条項に違反
するものであることを認定する司法機関の判断
がなされた場合。
5.出展物に限らず、取り扱い商品に不当な表⽰
などが認められた場合。
6.規約9項の事態において、紛議が適切に解決
されず、PLUG IN│Editorialの正常かつ円滑な
運営に重⼤な⽀障が⽣ずるおそれがある場合。
7.その他、PLUG IN│Editorialの正常かつ円滑
な運営に重⼤な⽀障が⽣ずるおそれがあると認
められる場合。
（2）主催者から前項の解除通知がなされた場
合、出展者は以下の事項を異議なく承認するも
のとします。
1.PLUG IN│Editorial開催期間中の場合、主催

者の指⽰に従い、ただちに⾃⼰の費⽤で出展物
を撤去して、⼩間を現状に復すること。
2.主催者に対しては、解除について⼀切の損害
賠償等を請求できないこと。
3.解除の原因となる義務違反⾏為により主催者
に損害が⽣じた場合、その損害を賠償すること。
4.出展者が解除に応じなかったことに起因して
主催者が第三者から損害賠償等を請求された場
合、これに基づく⼀切の訴訟費⽤、損害賠償を
補償すること。
（3）主催者は、本項（1）の解除の前後を問わ
ず、同項各号に該当する⾏為がある場合には、
会場内掲⽰について出展者の該当記事を削除す
る等の措置をとることができるものとします。

13.損害賠償
（1）出展者は、⾃⼰またはその代理⼈の不注
意その他によって⽣じた会場設備または展⽰会
の建造物の損壊、⼈⾝に対する損害について、
⼀切の損害を賠償するものとします。
（2）出展者は主催者に対し、以下の場合には
その請求に起因する訴訟から⽣じた訴訟費⽤、
債務（弁護⼠報酬を含む）、必要経費および損
害賠償について主催者に補償する義務を負うこ
とに同意するものとします。
1.出展者のPLUG IN│Editorialの出展に関係す
る⾏為が、第三者の商標権、意匠権、特許権、
実⽤新案権その他の知的財産権を侵害している
との主張に基づき、主催者に対して訴訟が提起
された場合（出展者とともに被告とされた場合
を含む）。
2.1の訴訟において、主催者が判決、または裁
判上もしくは裁判外の和解において損害賠償義
務を負うことになった場合（和解について、主
催者は出展者の意思に拘束されないものとしま
す）。

14.展⽰会の開催中⽌
主催者は、地震・⽕災等の天変地異、その他

やむを得ない不可抗⼒により、展⽰会開催を延
期または中⽌することがあります。中⽌の場合
は、出展料から必要経費を差し引いた残⾦を返
却します。これ以外に出展者側の発⽣した経費
については補償いたしません。

15.規約の遵守
出展者は、主催者が定める⼀連の規定を本規

約の⼀部とし、これを遵守することに同意する
ものとします。さらに、出展者は主催者が定め
るすべての規約・規定等を本展⽰会の利益保護
のためと解釈し、その実⾏に協⼒するものとし
ます。

16.準拠法
本契約の準拠法は、⽇本法とします。

17.使⽤⾔語
本契約の使⽤⾔語は、出展者が⽇本所在の企

業である場合は⽇本語とし、それ以外は英語と
します。

18.合意管轄裁判所
本契約に関する紛争の管轄裁判所は、東京地

⽅裁判所とします。
補⾜：出展確定の場合、出展申込書に「出展を
受け付けました。」と押印し、そのコピーを送
付いたします。このコピーを「出展確定通知」
とします。

2024年5⽉9⽇改訂

PLUG IN│Editorial 出展規約


